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平成 30 年８月 14 日 

 

各   位 

 

会 社 名 株 式 会 社 あ か つ き 本 社 

代表者名 代表取締役社長 島  根  秀  明 

（コード ８７３７ 東証第２部） 

問合せ先 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩 

（ T E L  0 3－ 6 8 2 1－ 0 6 0 6） 

 

株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）への追加拠出に関するお知らせ 

 
当社は、本日付で会社法第370条及び当社定款第25条第２項に基づく取締役会決議に代わる書面決

議により、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託

銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）に関し、

本信託に金銭を追加拠出することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、当社は、本日付の会社法第370条及び当社定款第25条第２項に基づく取締役会決議に代わる

書面決議により、当社取締役及び当社子会社の取締役を対象とした「株式給付信託（ＢＢＴ）」につ

いても、信託に金銭を追加拠出することを決定しております。かかる追加拠出に関しては、本日付「株

式給付信託（ＢＢＴ）への追加拠出に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

１．追加拠出の理由 

本信託が保有する当社株式と今後当社従業員及び当社子会社の従業員に付与するポイントの状況

を踏まえ、あらためて金銭を追加拠出することといたしました。 

 

２．追加信託の概要 

  （注）本信託は、今回の追加信託に係る金銭（40,000,000円）及び信託財産に属する金銭 

    （7,000,000円）の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。 

(1) 名称 株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ） 

(2) 委託者 当社 

(3) 受託者 みずほ信託銀行株式会社 

みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括 

信託契約を締結しており、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信 

託受託者となります。 

(4) 受益者 当社従業員及び当社子会社の従業員のうち株式給付規程に定める受益者

要件を満たす者 

(5) 信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

(6) 追加信託日 平成30年８月31日（金）（予定） 

(7) 追加信託金額 40,000,000円（注） 

(8) 信託による株式取得期間 平成30年８月31日（金）～平成30年９月28日（金）（予定） 

(9) 株式取得方法 本信託の信託財産に属する新株予約権を行使する方法又は取引市場にお

ける買付けにより取得（予定） 
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なお、今回の追加信託に伴う本信託による当社株式の取得後も、今後、本制度に係るポイント付与

の状況及びその後の見通し等を勘案して、合理的に必要かつ適切と認める数の株式を本信託が取得す

るために必要と考えられる額の金銭を追加信託する可能性があり、当該金銭を原資として本信託が当

社株式を取得する可能性があります。 

上記の追加信託等について現時点で具体的に決定している事実はありませんが、今後、追加信託等

の詳細につき決定した場合、速やかにお知らせいたします。 

以 上 

 


